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令和２（２０２０）年１１月 

岡 山 県 

 

 

消費生活に関する県民意識調査 

報告書《概要版》 

岡山県「ももっち・うらっち」 © 
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72.9 

64.4 

56.2 

52.6 

51.4 

50.7 

48.1 

24.2 

0 20 40 60 80

食品の安全性（食中毒事故など）

製品の安全性（製品の欠陥による事故、

製品のリコールなど）

個人情報流出

インターネットやメールを利用した悪質商法

架空請求・不当請求、振り込め詐欺

強引な電話、訪問による悪質商法

商品やサービスの消費や廃棄に伴う

環境・資源問題

金融（投資・保険・融資等など）

(%)
(回答者数=985)

関心がある

19.8%

どちらかといえば

関心がある

42.1%

あまり

関心がない

24.8%

関心がない

3.8%

どちらとも

いえない

6.7%

無回答

2.8%

(回答者数=1,591)

 

 調査地域：岡山県全域 

 調査対象：18歳以上の県内在住者（層化二段無作為抽出） 

 調査方法：郵送による調査票の配布・回収 

 調査期間：令和２年６月４日（木）～19日（金） 

 調査票送付数：2,500票 

 有効回答数 ：1,591票（回収率 63.6％） 

 

 

 

 

 

 消費者問題への関心 

『関心がある』県民の割合（「関心がある」＋「どちらかといえば関心がある」）

は 61.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 関心がある消費者問題の内容（上位８位） 

「食品の安全性」、「製品の安全性」が上位となっています。 

 

 

 

   

 

 

 

  

（１）消費者問題への関心について 調査結果 調査の概要 
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66.7 

60.1 

55.8 

43.6 

38.3 

36.9 

13.5 

3.7 

0 20 40 60 80

節水・節電を意識する

ゴミを減らし、再利用やリサイクルを行う

食べられるのに廃棄される食品

（食品ロス）を減らす

地元産品を購入して地産地消を実践する

新聞やインターネットなどで

消費者問題に関する情報に注目する

環境・エネルギー問題に関心を持つ

倫理的消費（エシカル消費）を行う

学校や地域などで消費生活に関する

教育や講座を受ける

(%)
(回答者数=1,591)

 

 日頃の消費生活で行っていること（上位８位） 

「節水・節電を意識する」との回答が最も高くなっています。一方、「倫理的消費

（エシカル消費）を行う」は 13.5％にとどまっていますが、「食品ロスを減らす」、

「地産地消を実践する」など、エシカル消費を実践している人は多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

  

（２）消費生活における意識や行動について 
エシカル消費 

エシカルとは、英語で「倫理的」という意味で、「人や社会・環境に配慮した

消費行動」のことを「エシカル消費」といいます。 

消費者庁は、次の５つの行動をエシカル消費の例として挙げています。 

①環境への配慮 

・エコの商品、リサイクル製品等を選ぶ 

②社会への配慮 

・寄付付き商品（売上金の一部が寄付につながる商品）を選ぶ 

・フェアトレード商品（発展途上国の原料や製品を適正な価格で継続的に取引

された商品）を選ぶ 

③人への配慮 

・障害のある人の支援につながる商品を選ぶ 

④地域への配慮 

・地元の産品を買う（地産地消による地域活性化や輸送エネルギーを削減） 

・被災地の産品を買う 

⑤生物多様性への配慮 

・認証ラベルのある商品を選ぶ（FSC森林認証（適切に管理された森林資源

を使用した商品）など） 

岡山県「ももっち・うらっち」 © 
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64.7 

53.0 

42.4 

40.7 

32.2 

31.7 

28.6 

20.1 

0 20 40 60 80

悪質な事業者や手口についての注意喚起

商品テストや商品・サービスの安全性

消費生活に関する法律や制度など

消費者問題の相談窓口

リコール情報

消費者問題への行政の取組

処分を受けた事業者名

消費者被害防止のための啓発活動や

キャンペーンなどのイベント情報

(%)
(回答者数=1,591)

70.0 

54.6 

31.9 

28.4 

26.1 

24.9 

16.3 

9.4 

1.2 

3.6 

0 20 40 60 80

高齢者

高校生・高等専門学校生

新社会人

中学生

大学生・専門学校生等

成人一般

障害のある方

小学生

その他

無回答

(%)
(回答者数=1,591)

知っていた

38.1%
知らなかった

60.3%

無回答

1.6%

(回答者数=1,591)

 

 重要だと考える消費生活に関する情報（上位８位） 

「悪質な事業者や手口についての注意喚起」との回答が最も高くなっています。 

 

 

  

 

 

 

 

 未成年者契約の取消しの認知度 

令和４年４月から成年年齢が 18 歳に引き下げられた後、18 歳、19 歳の人が締

結した契約は、未成年という理由で取り消すことができなくなることを知っていたの

は、38.1％です。 

 

 

 

 

 

 

 消費者被害を防止するため、重点的に啓発・対策を行う対象 

「高齢者」との回答が 70.0％と最も高く、次に高いのは、令和４年に成年

の仲間入りをする「高校生・高等専門学校生」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）情報提供・消費者教育について 
未成年者契約の取消し 

未成年者は判断能力が十分でないこと

から法律で保護されており、民法で「未

成年者が法定代理人の同意を得ずにした

法律行為は取り消すことができる」とさ

れています。 

令和４年の成年年齢引き下げにより、 

保護される年齢も引き下げられます。 
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知っている

75.0%

実際に被害に

あったことがある

（家族を含めて）

6.3%

知らない

15.7%

無回答

2.9%

(回答者数=1,591)

 

 悪質商法の認知度 

『知っている』県民の割合（「知っている」＋「実際に被害にあったことがある

（家族を含めて）」）は 81.3％となっています。 

  

 

 

 

 

 

 

  

（４）消費者被害等の状況について 
悪質商法 

消費者被害の多い悪質商法には、次のようなものがあります。大規模な自然災害

が発生した後や、新型コロナウイルス感染症が拡大したときなどに、消費者の不安

な気持ちにつけ込む悪質商法やトラブルが多発する傾向がありますので、気をつけ

てください。 
 

①点検商法 

「屋根の点検を無料で行います。」などと訪問し、形だけの点検で「このま

までは建物が危険です。」などと不安をあおり、高額なリフォーム工事など

を行う。 

②マルチまがい商法 

「会員になって商品を売れば儲かる。」などと言って、消費者を販売員とし

て次々に勧誘する。実際は、業者だけが暴利を得る仕組みとなっている。 

③ネガティブオプション（送り付け商法） 

頼んでいない商品を送り付けた後、商品代金を請求する。 

④サイドビジネス商法 

「自宅で簡単にできる」「一日たった○時間で、月収○○万円」などと魅力

ある内容で募集し、機器を高く売りつけたり、高額な会員登録料を払わせ

る。 

⑤催眠商法（SF商法） 

日用品の大安売りや「○○説明会」等の名目で会場に人を集め、初めは無料

配布等を行い、会場の熱狂的な雰囲気で冷静な判断を失わせ、高額な貴金

属・健康食品などを売りつける。 

⑥訪問購入 

不用品を買い取るなどと言って訪問し、貴金属等を強引に要求して安価で

買い取る。 

その他にも、いろいろな手口の悪質商法があります。気をつけてください。 
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必要だと感じる

52.6%

どちらかと

いえば必要だと

感じる

34.6%

どちらかといえば

必要だと感じない

2.7%

必要だと感じない

1.4%

分からない

5.0%
無回答

3.7%

(回答者数=1,591)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ひとり暮らしの高齢者等の被害防止のための、地域の方の見守り活動の必要性 

『必要だと感じる』県民の割合（「必要だと感じる」＋「どちらかといえば必要だ

と感じる」）は 87.2％となっています。 

 

 

 

 

  

特殊詐欺 

「特殊詐欺」とは、犯人が電話やハガキ等で親族や公共機関の職員等を名乗って

被害者を信じ込ませ、現金やキャッシュカードをだまし取ったり、ATM を操作さ

せ犯人の口座に送金させる犯罪等をいいます。「特殊詐欺」の例は、次のとおりで

す。犯人の罠にかからないための参考にしてください。 

①オレオレ詐欺 

親族等を名乗り、「会社のお金を紛失した。このままではクビになる。」な

どと言って、現金をだまし取る。 

②架空料金請求詐欺 

「有料サイトの未払いの料金があります。今日中に払わなければ裁判になり

ます。」などとメールやハガキ（封書）で知らせ、金銭等をだまし取る。 

③還付金詐欺 

医療費、税金、保険料等について、「還付金があるので手続きをしてくださ

い。」などと言って、被害者に ATMを操作させ、被害者の口座から犯人の

口座に送金させる。 

④キャッシュカード詐欺盗（窃盗） 

警察官、銀行協会職員等を名乗り、「キャッシュカードが不正に利用されて

いる。」などと言って、キャッシュカードを提示させ、隙を見てすり替えて

盗み取る。 

犯人は、新たな政策・制度や、その時々の社会の出来事に便乗し、巧みな話術で

近づいてきます。怪しいと思ったら、一人で行動する前に、必ずご家族や警察、消

費生活センター等に相談してください。 

 

岡山県「ももっち」 © 

地域における見守りネットワークの構築を目指して  

近年、認知症の方を含め高齢者等を中心に、

悪質商法や特殊詐欺による被害が深刻化して

います。そこで、福祉分野などの既存のネット

ワークと協働して「見守りネットワーク（「消

費者安全確保地域協議会」）」を構築し、地域

で高齢者等を見守るための 

効果的な取り組みを推進し 

ていきます。 
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8.7 

14.5 

20.3 

41.5 

38.6 

46.4 

48.1 

44.4 

27.1 

1.7 

2.5 

6.2 

18～39歳

(回答者数=287)

40～64歳

(回答者数=635)

65歳以上

(回答者数=649)

(%)
0 20 40 60 80 100

(回答者数=1,591)

言葉も

内容も

知っている

15.8%

言葉は

知っている

42.0%

言葉も内容も

知らない

38.1%

無回答

4.0%

(回答者数=1,591)

59.7 

45.6 

41.4 

40.0 

26.0 

23.3 

20.9 

11.9 

0 20 40 60 80

家族や親族で日頃から話題にするよう心掛ける

近隣同士で声を掛け合うことができる関係をつくる

報道（テレビ、新聞、ラジオ）に被害情報などを

取り上げてもらう

悪質な事業者に対する規制や指導を強化する

日頃から地域の行事に参加し、情報交換する

行政（県・市町村）が高齢者と日頃接触のある

団体に連携して注意を呼びかける

地域の様々な人たちによる見守り活動を行ってもらう

パンフレットなどによる啓発活動を充実する

(%)
(回答者数=1,591)

81.8 

47.4 

44.2 

44.1 

37.1 

27.4 

13.0 

12.7 

0 20 40 60 80 100

家族・親族

友人・知人

警察官

民生委員・児童委員など地域の人

ヘルパー・ケアマネジャーなど福祉関係者

県や市町村の職員

弁護士・司法書士など法律に携わる人

郵便局員

(%)
(回答者数=1,388)

 見守ってほしい人（上位８位） 

「家族・親族」との回答が 81.8％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 高齢者や障害のある方に対する消費者被害への有効な対策（上位８位） 

「家族や親族で日頃から話題にするよう心掛ける」との回答が 59.7％と最も高く

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 消費者ホットライン１８８（いやや）の認知度 

『知っている』県民の割合（「言葉も内容も知っている」＋「言葉は知っている」）

は、57.8％です。 

 

 

 

 

 

 

 

（５）相談窓口の認知度について 
言葉も内容も 

知っている 

言葉も内容も 

知らない 無回答 
言葉は知っている 

〔全体〕 〔年代別〕  



 

  
 

～県の消費生活相談窓口～ 

岡山県消費生活センター ※土日も開所しています 

〒700-0807 岡山市北区南方 2-13-1 きらめきプラザ 5階 

電話番号：086-226-0999 

相談日時：火曜日～日曜日 9時～16時 30分 

岡山県消費生活センター津山分室 

〒708-8506 津山市山下 53 岡山県美作県民局相談室内 

電話番号：0868-23-1247 

相談日時：月～金曜 9時～12時、13時～16時 30分 

岡山県県民生活部 くらし安全安心課 消費生活班 

〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6 

TEL：086-226-7346  FAX：086-225-9151 

URL：https://www.pref.okayama.jp/soshiki/22/ 

《消費生活センターに寄せられた相談例》 

〇スマートフォンに「利用料金未納あり」という不審な簡易メールが届いた。 

 →「身に覚えがなければ絶対に払わない。相手方に連絡を取らない。」とアド

バイスを受けた。その後、特に問題は発生しなかった。 

〇カード会社から身に覚えのない高額の請求が届いた。調べたら、息子がオンライ

ンゲームに課金していた。 

 →未成年者契約の取消し（P３参照）を教えてもらい、手続きを行って支払わ

なくて済んだ。（状況により、取消しができない場合もあります。） 

○突然、家を訪れてきたリフォーム業者から「瓦がずれているので無料で点検して

あげる。」と言われたので、点検してもらうと「多数の瓦がずれており崩れる危

険がある。今なら修理代100万円を70万円に割り引く。」とせかされ、その場で

契約してしまった。 

 →契約後８日以内ならクーリング・オフが可能であることを教えてもらい、業

者への通知を行い、契約を解除することができた。 

※上記は一例で、状況により結果は異なります。  

まずは「消費者ホットライン188」にご連絡を！ 

岡山県「ももっち」 © 

岡山県「ももっち・うらっち」 © 

※年末年始を除いて原則毎日ご利用いただけます。 

※最寄りの消費生活相談窓口をご案内します。 

※IP電話・PHSからはご利用いただけません。  イ ヤ ヤ 

（局番なし） 


